
令和3年度の国の財務書類が公表されている（国の財
務書類（令和3年度）：財務省（mof.go.jp））。国の財務
書類（一般会計・特別会計）が98頁、一般会計財務書
類が77頁、連結財務書類が47頁、合計222頁に及ぶ国
の財務情報である。さらに各省庁別、特別会計別にも作
成されており、これらの合計は1000頁を超える。これ
らの財務書類は、「省庁別財務書類の作成について（平
成16年6月17日（平成31年3月25日改訂）財政制度等
審議会）」にある、省庁別財務書類の作成基準により作
成されている。当然ながら、営利を目的とする企業へ適
用される会計基準と同一の基準で作成されてはいない
が、国の財務書類作成にあたっての特徴的な点は明確に
されている。例えば、国では複式簿記による帳簿が作成
されていないことから、財政法および会計法に基づき作
成される国の決算をベースに組替えなどにより作成され
ている点や、年度末以降2か月間の出納整理期間での現
金出納を決算に取込む点などである。本稿（２回目）で
は、財政制度等審議会の資料をもとに、省庁別財務書類
の作成の特徴点を解説する。

1． 省庁別財務書類の作成について
（1） 省庁別財務書類の検討過程
平成15年6月の「公会計に関する基本的な考え方（財
政制度等審議会）」において、省庁別の財務書類を作成
する考え方として、政策別情報開示などの事業・施策・
政策に着目したディスクロージャーを進めることでアカ
ウンタビリティを高め、また、行政府自身の財政の効率
化・適正化を促すために、財務報告として開示すべき情
報は「行政府の基本単位であり、予算執行の単位である
とともに行政評価の主体である省庁に着目し、省庁別の
フローとストックの財務書類を作成し、説明責任の履行
及び行政効率化を進めることが適当」とされたことを受
け、財政制度等審議会　財政制度分科会　法制・公会計
部会　公企業会計ワーキンググループにおいて、「新た
な特別会計財務書類の作成基準」を基礎として、省庁別
財務書類の体系・様式、税収入等の財源や公債の各省庁
への配分等、一般会計に固有な論点を中心に検討が始ま
った。各省庁を単位とした省庁別財務書類の作成は、法
律上の会計区分である一般会計、特別会計とは異なる新
たな枠組みであること等から、各省庁が試作した財務書
類を通じて、作成における個別の論点等を洗い出すこと

とし、平成15年12月「省庁別財務書類の試作基準」（省
庁別財務書類の試作基準について：財務省（mof.go.
jp））が取りまとめられた。その後、当試作基準に従っ
て作成された省庁別財務書類について全省庁にヒアリン
グを実施し改善を重ね、「省庁別財務書類の作成につい
て」（財政制度等審議会（平成16年6月）（省庁別財務書
類の作成について：財務省（mof.go.jp）））により、省
庁別財務書類の作成基準、一般会計省庁別財務書類の作
成基準、特別会計財務書類の作成基準（以下、「作成基
準」という）が取りまとめられた。
その後、次の5度の改訂を加えられ、現在の作成基準

となっている。
（平成18年12月1日）
「特別会計財務書類の作成基準」等における公的年金
預り金の取扱い関係
（平成19年11月19日）
政府出資等の取扱い関係等
（平成23年2月17日）
公債関連情報
（平成23年10月31日）
国有財産の評価関係
（平成31年3月25日）
独立行政法人会計基準関係
なお、国の財務書類は、上記の作成基準で作成される

各省庁別の一般会計財務書類及び特別会計財務書類を合
算して作成される省庁別財務書類について、全省庁分を
相殺・合算して作成されるものである。

（2） 省庁別財務書類及び特別会計財務書類の作
成基準の構成

省庁別財務書類は、次の構成で作成されている。
・省庁別財務書類（一般会計・特別会計）
・省庁別連結財務書類
・一般会計省庁別財務書類
特別会計財務書類は、次の構成で作成されている。
・特別会計（勘定）ごとの財務書類
・特別会計連結財務書類
・ 勘定を合算した財務書類（勘定区分がある場合の
み）

それぞれの財務書類の構成要素は、作成基準によれ
ば、【図表１】のとおりである。

国の会計と関連制度（2回目）
～省庁別財務書類等の作成基準の概要～
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【図表1】　各省庁別財務書類の構成要素

作成単位

省庁別財務
書類（一般
会計・特別
会計）

省庁別連結
財務書類

一般会計省
庁別財務書
類

特別会計財務書類

特別会計
（勘定）ご
との財務書
類

特別会計
（勘定）ご
との連結財
務書類

勘定を合算
した財務書
類（勘定ご
との連結財
務書類の合
算は作成し
ない）

①貸借対照表 〇 〇 〇 〇 〇 〇

② 業務費用計算書 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③ 資産・負債差額増減計算書 〇 〇 〇 〇 〇 〇

④ 区分別収支計算書 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑤注記 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1.重要な会計方針 〇 〇 〇 〇

2.重要な会計方針の変更 〇 〇 〇 〇

3.重要な後発事象 〇 〇 〇 〇

4.偶発債務 〇 〇 〇 〇

5. 翌年度以降支出予定額 〇 〇 〇 〇

6. 連結を行った独立行政法人
等の名称及び出資割合等 〇 〇

7. 出納整理期間における現金
の受払の修正（※） 〇 〇

8. 連結対象法人特有の会計処
理の修正内容 〇 〇

9. 省庁別財務書類（もしくは
特別会計財務書類）と連結
対象法人の会計処理に重要
な相違

〇 〇

10.追加情報 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑥附属明細書 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1. 貸借対照表の内容に関する
明細 〇 〇（連結対

象法人別） 〇 〇 〇（連結対
象法人別） 〇（勘定別）

2. 業務費用計算書の内容に関
する明細 〇 〇（連結対

象法人別） 〇 〇 〇（連結対
象法人別） 〇（勘定別）

3. 資産・負債差額増減計算書
の内容に関する明細 〇 〇（連結対

象法人別） 〇 〇 〇（連結対
象法人別） 〇（勘定別）

4. 区分別収支計算書の内容に
関する明細 〇 〇（連結対

象法人別） 〇 〇 〇（連結対
象法人別） 〇（勘定別）

⑦参考情報 〇 〇

1. 各省庁省が所掌する業務等
についての情報 〇 〇

2.機会費用 〇 〇
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作成単位

省庁別財務
書類（一般
会計・特別
会計）

省庁別連結
財務書類

一般会計省
庁別財務書
類

特別会計財務書類

特別会計
（勘定）ご
との財務書
類

特別会計
（勘定）ご
との連結財
務書類

勘定を合算
した財務書
類（勘定ご
との連結財
務書類の合
算は作成し
ない）

3.公債関連情報 〇 〇

（出典：作成基準を基に筆者作成）
（※）国では出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としているが、
連結対象法人では出納整理期間が設けられていないため、連結に際しては、国の会計年度に合わせて、連結対象法人においても、会計年
度末に国との出納整理期間中の受払等は終了したものとして修正を行っている旨を記載している。

このうち、「参考情報」の各項目は、それぞれ次の内
容が開示される。
①　各省庁が所掌する業務等についての情報
各省庁の所掌する業務、組織及び定員、各省庁に
おける会計間の財政資金の流れ、特殊法人等及び公
益法人との間の財政資金の流れのほか、各会計の歳
入歳出決算の概要等を記載する。なお、国の財務書
類では、一般会計及び特別会計（勘定）ごとに、歳
入歳出決算の概要が記載される。

② 　機会費用
業務費用としては認識されていないが、各省庁が
業務を実施する上での国民の負担と考えられるコス
トを記載する。機会費用は、他省庁からの繰入金
で、繰入金に相当する金額を繰り戻すことが法令等
で規定されているものの会計年度末残高、すなわ
ち、会計間での資金調達における資金調達コストに
相当する額として、会計年度末における10年利付
国債の利回りを乗じることにより算出することとさ
れている。
なお、一般会計においては、財務省が各省庁の財
源を一括して調達していることから、公債残高等の
情報とともに開示することとされている。

③　公債関連情報
各省庁の一般会計の財源を賄うために発行された
公債（建設公債及び特例公債）について、公債残
高、当該年度に発行した公債額及び当該年度の利払
費を開示することとされている。

2．省庁別財務書類作成（一般会計・特別
会計）の作成基準における特徴
以下は、「国の財務書類ガイドブック」に示されてい
る特徴を参考に解説する。

（1）出納整理期間
国の財務書類を作成するうえで、出納整理期間は最も
特徴的な点である。

国の会計年度は4月1日から3月31日（財政法第11条）
とされており、各省庁では、毎会計年度、その所掌に係
る歳入及び歳出の決算報告書を作製し（財政法第37条1
項）、翌年度の7月31日までに歳入歳出の出納に関する
事務を完結させ（会計法第1条第1項）、7月31日までに
財務大臣に送付しなければならない（予算決算及び会計
令第20条）とされている。
この点に関し、予算決算及び会計令では、次のような

出納を整理する期限を設けている。
① 　出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳
入金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする
（予算決算及び会計令第3条）。
② 　支出官において毎会計年度の属する経費を精算し
て支出する（歳出金）のは、翌年度の4月30日限り
とする（予算決算及び会計令第4条）。

③ 　出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳
出金を支払うのは、翌年度の4月30日限りとする
（予算決算及び会計令第5条）。
④ 　日本銀行において毎会計年度の再入金を受け入れ
るのは、翌年度の4月30日限りとする。但し、出納
官吏から収納した歳入金の払込みがあった場合など
は、翌年度の5月30日まで受入れをすることができ
る（予算決算及び会計令第7条第1項）。

⑤ 　日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払
うのは、翌年の5月31日限りとする（予算決算及び
会計令第7条第2項）。

このような、出納を整理するために期間を「出納整理
期間」といい、この整理期間の最終期日を「出納整理期
限」という。すなわち、財政法及び会計法、予算決算及
び会計令では、翌年度の4月1日から7月31日までが出
納整理期間、7月31日が出納整理期限とされ、翌年度の
5月31日までの2か月間で収入と支出の出納を整理し、
その後2か月で歳入及び歳出の決算報告書（歳入歳出決
算）を作製、7月31日には財務大臣に送付する。
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【図表2】

出
納
整
理
期
間 

現
金
出
納
整
理
期
間 

３月31日 ≪会計年度末≫

◆　出納官吏の歳入金の収納期限
◆　日本銀行の歳入金の受入期限 
◆　支出官の精算による歳出金の支出期限 
◆　出納官吏の歳出金の支払期限 
◆　歳出金の返納金の戻入期限

◆　日本銀行の出納官吏などからの歳入金の払込の受入期限
◆　日本銀行の国庫内移換による歳入金の受入期限
◆　支出官の国庫内移換による歳入金の受入期限
◆　支出官の繰替払による歳出金の支出期限
◆　日本銀行の歳出金の支払期限

４月30日

５月31日 

７月31日 ◎出納整理期限（主計簿の締切り）

（出典：「国の財務書類」ガイドブック（令和3年1月　財務省主計局）11頁）

ここで、国は財政法第2条において「現金主義」であ
り、同第12条により会計年度独立の原則があることか
ら、出納整理期間内の現金出納は当該会計年度末に発生
している債権債務（未収・未払い）に充当され、5月31
日の出納整理期間終了時点での現金残高および債権債務
残高が、歳入歳出決算における現金残高および債権債務
残高となる。

（財政法第2条：収入支出及び歳入歳出の定義）
第1項：収入とは、国の各般の需要を満たすための

支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出と
は、国の各般の需要を満たすための現金の支払を
いう。
第4項：歳入とは、一会計年度における一切の収入
をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支
出をいう。

（財政法第12条：会計年度独立の原則）
各会計年度における経費は、その年度の歳入を以
って、これを支弁しなければならない。

【図表3】　年度末の現金と出納整理期間、出納整理期間後の現金の関係

収受

収受

収受

未収金

現金･預金

収受した現金が、 前年度の未払金の
支払、 本年度の支払に充てられる。 

年度末時点で
の実際の現金
及び預金残高

<年度末時点> 

出納整理期間実際の現金預金
残高の動き

<出納整理期限> 

年度末時点
で発生して
いる未収金

貸借対照表の表示

（出典：「国の財務書類」ガイドブック（令和3年1月　財務省主計局）12頁）
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作成基準によれば、省庁別財務書類（一般会計・特別
会計）は、歳入歳出決算及び国有財産台帳等の計数を基
礎として作成することとされている。従って、省庁別財
務書類は出納整理期間が考慮された後の計数で作成され
ることになっている。

（2）有価証券の取扱い
各省庁が保有する債券等及び政策目的以外の目的で保

有する有価証券を「有価証券」として計上している。満
期保有目的とそれ以外に区分して、【図表4】のように
評価される。

【図表4】　有価証券の保有目的・市場価格区分別の評価

保有目的区分 市場価格区分 評価額
（貸借対照表価額） 評価差額の処理など

満期保有目的 償却原価 －

市場価格有り、かつ、下落
率30%以上で回復の見込み
があると認められる場合以
外

市場価格（強制評価減） 業務費用計算書に「有価証
券評価損」として計上

市場価格有り、かつ、下落
率30%以上で回復の見込み
があると認められる場合

償却原価
市場価格で評価しない旨、
理由、市場価格との差額を
注記

満期保有目的以外
市場価格有り 市場価格

資産・負債差額増減計算書
の「資産評価差額」として
計上（洗替法）

市場価格有り、かつ、下落
率30%以上で回復の見込み
があると認められる場合以
外

市場価格（強制評価減） 業務費用計算書に「有価証
券評価損」として計上

市場価格有り、かつ、下落
率30%以上で回復の見込み
があると認められる場合

償却原価
市場価格で評価しない旨、
理由、市場価格との差額を
注記

市場価格無し（政府出資等
として管理されている有価
証券）（※１）

国有財産台帳価格
資産・負債差額増減計算書
に「資産評価差額」として
計上

市場価格無し（その他有価
証券） 取得価額又は償却原価 ―

市場価格の無い株式 実質価額が30%以上低下し
た場合には、相当の減額

業務費用計算書に「有価証
券評価損」として計上

（出典：作成基準を基に筆者作成）
（※１）「政府出資等として管理されている有価証券」：国有財産法施行令（昭和23年政令第246号）第23条の規定により、国有財産の台
帳価格を1年ごとに改訂しなければならないものとして、国有財産法第2条第2項第6号に掲げられる財産のうち財務大臣が指名するもの。

なお、令和3年度の国の財務書類（一般会計・特別会
計）では、令和4年3月31日現在の有価証券残高123兆
5,061億円のうち満期保有目的有価証券は約1.9億円に
過ぎず、123兆5,059億（約99.9%）が満期保有目的以
外である。また、満期保有目的以外の有価証券のうち、
外国為替資金特別会計の保有する外貨証券が122兆
6,793億円を占めている。

（３）貸付金
貸付金には、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人

等に対する財政投融資特別会計等の貸付金が計上されて
おり、貸付に必要な資金は財政投融資特別会計国債の発
行等により調達されている。令和3年度の国の財務書類
（一般会計・特別会計）では、令和4年3月31日現在の
貸付金残高123兆2,064億円のうち財務省所管が119兆
1,386億円（約96.7%）である。また、財政投融資特別
会計国債残高は104兆7,416億円である。

テクニカルセンター　会計情報　Vol. 563 / 2023. 7　© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.　45



（４） 有形固定資産に区分される国有財産（公
共用財産を除く）の取扱い

国有財産とは、国の負担において国有となった財産等
であり、国有財産法第2条では国有財産の範囲を不動産、
船舶、地上権、特許権、株式などと定めており、国有財
産の取得、維持、保存、運用及び処分については、他の
法律に特別の定めがある場合を除き国有財産法の定める
ところによることとされている（国有財産法第1条）。
作成基準では、国有財産法施行細則別表第1に掲げられ
る国有財産の区分を参考に表示科目を設定するとされ、
有形固定資産では、土地、立木竹、建物、工作物、機械
器具、船舶、航空機、建設仮勘定（いずれも公共用財産
を除く）を勘定科目名「国有財産（公共用財産を除く）」
として計上している。
なお、作成基準では、有形固定資産は管理客体ごとに
管理法規が定められていること等から、それぞれの目的
に応じた評価方法により計上することとされており、
「国有財産（公共用財産を除く）」は建設仮勘定を除き、
国有財産台帳価格を貸借対照表価額とすることになって
いる。国有財産台帳価格は、毎会計年度に価格の改定が
実施され（国有財産法施行令第23条）、前年度末の価格
との評価差額（償却資産については、減価償却費相当額
に係る減額改定以外の評価差額）を、国有財産台帳価格
の増額改定、減額改定に関わりなく、業務費用計算書に
は計上せず資産・負債差額増減計算書において「資産評
価差額」として計上する。国有財産の処分時には、固定
資産台帳価格に基づいて処分損益を計算し、業務費用計
算書に「資産処分損益」として計上する。
地上権、鉱業権等の無形固定資産についても、国有財
産台帳価格で評価される。借地権のうち建物所有目的の
地上権や地役権は、国有財産台帳の価格改定による評価
差額を資産・負債差額増減計算書の「資産評価差額」と
して計上し、その他の鉱業権や特許権等は、評価差額を
業務費用計算書の「減価償却費」として計上する。
国有財産台帳価格は、原則として土地については相続
税評価方式（路線価方式、倍率方式）により、償却資産
については取得時の台帳価格から府省共通の国有財産総
合情報管理システムにより算出される減価償却額（国有
財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づき、建
物は定額法、その他は定率法）及び減価償却累計額を考
慮して算定される。

（５）公共用財産の取扱い
国道、河川、港湾などの国民が一般利用する公共用財
産（公園及び広場を除く）については、国有財産法上、
国有財産台帳の作成が義務付けられておらず、市場取引
もないため財産評価を毎年度実施することは困難である
ことから、公共用財産の耐用年数にわたる過去の用地費
や事業費等を累積した価格を取得原価と推計して、資産
計上している。事業費には、新設や改良（資本的支出）
に加え、維持修繕（収益的支出）に係る工事費も含め、
地方公共団体等の負担がある場合には、当該負担分を推

計し事業費に含めている。減価償却は、各施設の耐用年
数（42年～70年）に基づく定額法で実施される。

（６）公共用財産に係る災害復旧費の取扱い
公共用財産については、災害による災害復旧費が支出

された場合には、当該災害復旧費全額を資産計上し、災
害復旧の対象となった公共用財産の耐用年数で減価償却
を実施する。公共用財産の災害復旧は被災前の状態に戻
す（復旧）ものであり、災害復旧事業が実施されると、
その時点から新たに新設と同様の耐用年数を有する（投
資的経費）と考えることを理由として資産計上すること
としている。
また、公共用財産は台帳による価格管理がなされてい

ないことから、災害復旧費が支出される場合には、被災
及び復旧の時点は施設等が新設されたのち耐用年数の半
分を経過した時点と仮定することとし、災害復旧費とし
て支出された額の2分の1相当額を既存施設等の災害に
よる損失相当額と見做して、除却損を計上（同額簿価を
切り下げ）する。

【図表5】 　工事費及び災害復旧費に関する費用化のイメージ
・ 公共用資産工事費30、耐用年数10年、5年目で災
害復旧費として14を支出

（７）公債の取扱い
公債の残高は、企業会計同様に公債の額面額に債券発

行差金を反映させた額を貸借対照表価額とし、これを償
却原価法により償却する。
なお、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債

（災害復旧費14支出時に、既存資産に除却損7を計上し、
残額8を残りの耐用年数で償却）

30

投資額

工事費

7＝災害復旧費
14（※）×１/2

8

5年 10年

15

投資額 災害復旧費
14（※）

5年 15年
（災害復旧費14の支出時から10年で償却）
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の発行の特例に関する法律（平成24年法律第101号）
に基づく特例公債及び東日本大震災からの復興のための
施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措
置法（平成23年法律第117号）第69条に基づく復興債
の発行は、各法律の拠るところにより、各年度（X1年
度）の翌年度（X2年度）の6月30日までの間に発行さ
れる場合には、当該年度（X1年度）の歳入とすること
される。この点においても、出納整理期間の考え方が採
用されている。

（８）公的年金の取扱い
公的年金である厚生年金及び国民年金は、国における
勤務により支払義務が生じるものではないため、企業会
計における「退職給付に関する会計基準」（企業会計基
準第26号）などをそのまま適用することは適当ではな
いとされている。さらに、日本の公的年金は社会保障制
度であり、財政方式はその時々の年金支給費用をその
時々の現役世代の納付保険料により賄う賦課方式を基本
とした制度となっているため、また、制度運用者である
国（年金特別会計）による年金義務の支払いは保険料支
払いに加え受給資格を満たすことにより発生するもので
あるため、年金給付債務を負債として認識しないことと
している。
一方で、国（年金特別会計）の将来の年金給付財源

（保険料収入から既に年金支給された残高部分）は、年
金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）へ運用寄託し
ているもの（運用寄託金）などを含めて資産として計上
されており、その見合いとして当該資産額から年金給付
の確定債務として既に未払金計上されている金額を控除
した額を「公的年金預り金」として負債に計上してい
る。
これらの公的年金に関する開示充実のために、公的年
金の財政方式、公的年金預り金に対応する資産内訳、財
政検証の財政見通しにおける各年度末の積立金額及び対
応する実績との差額の発生原因、将来給付現価額及びこ
れに対する財源の見込みなどを注記することになってい
る。国の財務書類にも注記されているが、詳細情報は年
金特別会計国民年金勘定及び厚生年金勘定の各財務書類
に記載されている。

（９）資産・負債差額
「資産・負債差額」は、企業会計において「純資産」
とされている部分にあたるが、国には企業のような払込
資本に関する取引はなく、営利活動ではないため、企業
における分配可能利益の算定としての損益計算意義は乏
しく、その結果、積極的な位置付けを必ずしも見出しに
くいため、資産と負債の差額については、差額以上の特
別な位置付けとはしていない。
なお、資産・負債差額の内訳は、その大部分が省庁別
財務書類作成開始当時の資産負債差額で構成されてお
り、企業会計での純資産に該当する差額部分の内容を明
確にできないため、内訳は作成できず、資産・負債差額

増減計算書において各事業年度の増減を明らかにするに
留めている。

３．連結財務書類
国の業務の一部は、特殊法人等を通じて行われてい

る。特殊法人等を連結し財務情報を開示することで、特
殊法人等を含めた各省庁の財務状況がより明瞭になり、
一層の説明責任の履行向上と予算執行の効率化などに資
する情報提供を目的として、連結財務書類は作成され
る。

（１）連結の範囲と「業務関連性」
国の連結においては、企業会計の支配従属関係とは異

なり、国の業務と関連する事務・事業（業務関連性）を
実施しており、国からの監督を受け、財政支出を受けて
いる以下の特殊法人等を連結している。
①　特殊法人及び認可法人
特殊法人及び認可法人は、その事務・事業の内容等

から、必要な監督（法人の長及び監事の任命、予算の
認可等）が行われ、出資や補助金等の財政支出がなさ
れている場合が多いことから、国との業務の関連があ
るとされる。一方で、国の監督権限の内容や財政支出
の内容は法人により相当異なることから、法人ごとに
連結の要否を判断することとされている。
②　独立行政法人
独立行政法人は、政策の企画立案機能と実施機能の

分離、業務の効率性及び透明性等を確保するために制
度設計されており、主務大臣が設立手続を実施させる
設立委員を任命し、法人の長及び監事の任命等も行っ
ている。また、事務・事業の実施に必要な財政的基礎
として出資がなされているほか、業務運営に必要な運
営費交付金等が交付されていることから、国との業務
に関連性があり、連結対象とされている。
③　国立大学法人
国立大学法人制度は、基本的には独立行政法人制度

と同様の仕組みであり、国からの監督権限のほか、出
資や事務・事業実施の財源に充てるための必要な財源
が交付されることとなっていることから、国との業務
の関連性があり、連結対象とされている。
なお、連結範囲の判断における特殊であるが重要な考

え方である「業務関連性」の具体的な判断基準は、「各
省庁が監督権限を有し、各省庁から財政支援を受けてい
る法人」とされ、監督権限と財政支出による。但し、監
督権限が限定されている場合や財政支出がない場合等に
は業務関連性が弱いとされ、連結対象から除外すること
ができる。
一方、特別会計における業務関連性としては、特別会

計は業務範囲が限定されているため、より強い業務関係
が必要とされ、その判断として財政支出が相当程度ある
ことが要件とされている。また、特別会計は特殊法人等
に直接の監督権限は有していないため、特別会計の所管
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大臣と特殊法人等の主務大臣が同一であることを必要と
している。

（２）持分法の非適用
国の連結においては、連結対象から除外された特殊法
人等について、連結財務書類において持分の評価で影響
力を反映する必要はないと考え、持分法の適用は行わな
いこととされている。

（３）共管特殊法人等の連結省庁
特殊法人等の中には、複数の省庁から監督を受け、財
政支出を受けている法人があるが、監督権限及び財政支
出の状況等から最も業務関連が高いとみられる省庁にお
いて全部連結を行うこととしている。

（４）特殊法人等の子会社の取扱い
特殊法人等の子会社の事務・事業の内容等は多様であ

り、各省庁との業務関連性があると考えられるものもあ
る一方で、特殊法人等と子会社の間の支配従属関係をも
って、一律に各省庁等と特殊法人等の子会社の間にも特
殊法人等と同様の業務関連性があるとみなすことも適当
ではなく、各省庁と特殊法人等の子会社の間には直接的
な監督権限や財政資金の流れもないことから、各省庁等
との業務の関連性について、実質的な判断基準の設定は
困難である。そこで、特殊法人等から出資を受けている
子会社については、出資を介して各省庁からの間接的な
監督権限及び間接的な財政支出があり、各省庁等と一定
の業務関連性を有していると考え、このような特殊法人
等の子会社については連結対象とすることとしている。
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（参考１）令和3年度の国の財務書類
（出典：令和3年度　国の財務書類（一般会計・特別会計（fy2021gassan (mof.go.jp））））

貸借対照表
（単位：百万円）

前会計年度
（令和  3年
　　3月31日）

本会計年度
（令和  4年
　　3月31日）

前会計年度
（令和  3年
　　3月31日）

本会計年度
（令和  4年
　　3月31日）

＜資産の部＞ ＜負債の部＞
現金・預金 69,463,685  48,260,028 未払金 10,710,654 10,689,779
有価証券 119,683,572 123,506,116 支払備金 311,398 303,472
たな卸資産 4,107,889 4,172,756 未払費用 1,119,229  1,079,843
未収金 6,800,275 6,053,239 保管金等 1,362,732 1,485,157
未収収益 578,822  599,642 前受金 58,690 70,332
未収（再）保険料 5,292,084 4,933,462 前受収益 662,346  658,565
前払費用 3,661,400 3,265,355 未経過（再）保険料 29,534 31,520
貸付金 120,092,838 123,206,471 賞与引当金 343,186 315,130
運用寄託金 112,553,157 113,708,958 政府短期証券 92,778,100 88,321,707
その他の債権等 5,156,604 10,675,735 公債 1,083,931,301  1,113,967,605
貸倒引当金等 △ 1,612,957  △ 1,479,047 借入金 32,862,555  33,553,777
有形固定資産 191,271,659  193,368,498 預託金 7,070,137  10,425,847
国有財産等
（公共用財産を除く） 32,521,019 32,766,123 責任準備金 9,495,717 9,318,370

土地 19,439,784 19,238,347 公的年金預り金 121,797,947  122,276,744
立木竹 3,263,869 3,624,759 退職給付引当金 5,715,759 5,503,393
建物 3,412,176  3,385,158 その他の債務等 7,705,062 12,971,464
工作物 2,588,138 2,523,303
機械器具 0 0
船舶 1,588,827  1,556,127
航空機 1,057,296  1,141,126
建設仮勘定 1,170,927 1,297,301
公共用財産 154,075,248 156,085,881
公共用財産用地 40,250,440  40,408,096
公共用財産施設 113,392,496  115,251,334
建設仮勘定 432,311  426,449
物品 4,653,965 4,508,762
その他の固定資産 21,425 7,731 負　債　合　計 1,375,954,353 1,410,972,710
無形固定資産 353,117  380,452 ＜資産・負債差額の部＞
出資金 83,388,788 93,290,389 資産・負債差額 △ 655,163,414△ 687,030,650

資　産　合　計 720,790,938 723,942,060
負債及び資産・
負債差額合計 720,790,938 723,942,060

（注1） 資産の部の現金・預金（本会計年度48.3兆円）は、年度末時点の実際の保有残高に出納整理期間における現金・預金の出納を加減
した額である（年度末時点の政府預金残高は13.0兆円、外貨預金残高は12.8兆円である）。

（注2） 国が保有する資産には、国において直接公共の用に供する目的で保有している公共用財産のように、売却して現金化することを基
本的に予定していない資産が相当程度含まれている。このため、資産・負債差額が必ずしも将来の国民負担となる額を示すもので
はない点に留意する必要がある。

（注3） 負債の部の公債（本会計年度1,114.0兆円）については、基本的に将来の国民負担となる普通国債残高（1,000.7兆円）のほか、財
政投融資特別会計等の公債残高を含み、国の内部で保有するものを相殺消去している（「令和3年度 国の財務書類（一般会計・特別
会計）」55ページの｢③公債の明細｣参照）。
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業務費用計算書
（単位：百万円）

前会計年度
（自 令和  2年  4月  1日）
（至 令和  3年  3月31日）

本会計年度
（自 令和  3年  4月  1日）
（至 令和  4年  3月31日）

人件費 4,488,142 4,536,498
賞与引当金繰入額 324,789 305,814
退職給付引当金繰入額 335,596 360,358
基礎年金給付費 23,872,351 24,130,422
国民年金給付費 339,996 288,241
厚生年金給付費 23,474,573 23,442,396
国家公務員共済組合連合会等交付金 4,603,106 4,901,441
保険料等交付金 10,448,664 10,893,314
失業等給付費 1,411,935 1,294,996
育児休業給付費 643,669 645,172
雇用安定等給付費 3,206,215 2,417,931
その他の社会保障費 1,660,938 1,720,836
（再）保険費等 28,055 153,806
公共用施設整備費等 86,578 58,358
持続化給付金等 7,169,192 1,116,437
補助金等 63,622,993 56,740,270
委託費等 3,184,655 2,820,710
地方交付税交付金等 19,446,895 22,406,353
資金援助交付費 516,500 396,000
運営費交付金 3,462,023 3,191,617
庁費等 4,673,304 4,332,918
公債事務取扱費 18,007 22,379
その他の経費 971,776 1,042,953
減価償却費 5,079,283 5,406,884
責任準備金繰入額 △ 35,697 △ 177,347
貸倒引当金繰入額 796,477 457,310
支払利息 6,420,526 6,263,902
為替換算差損益 △ 20,918 △ 11,826
公債償還損益 △ 16,292 11,661
資産処分損益 508,533 530,031
出資金等評価損 10,507 446,804
本年度業務費用合計 190,732,384 180,146,652

資産・負債差額増減計算書
（単位：百万円）

前会計年度
（自 令和  2年  4月  1日）
（至 令和  3年  3月31日）

本会計年度
（自 令和  3年  4月  1日）
（至 令和  4年  3月31日）

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 △ 591,810,097  △ 655,163,414
Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 190,732,384  △ 180,146,652
Ⅲ　財源 131,653,997 139,329,751

租税等財源 64,933,013 71,881,111
その他の財源 66,720,984 67,448,639

Ⅳ　資産評価差額 △ 1,497,644  △ 4,282,558
Ⅴ　為替換算差額 △ 4,176,815 12,460,324
Ⅵ　公的年金預り金の変動に伴う増減 △ 612,035 △ 478,796
Ⅶ　その他資産・負債差額の増減 2,011,564 1,250,696
Ⅷ　本年度末資産・負債差額 △ 655,163,414  △ 687,030,650
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区分別収支計算書
（単位：百万円）

前会計年度
（自 令和  2年  4月  1日）
（至 令和  3年  3月31日）

本会計年度
（自 令和  3年  4月  1日）
（至 令和  4年  3月31日）

Ⅰ　業務収支
１　財源
租税等収入 64,933,013 71,881,111
その他の収入 66,134,516 69,164,955
前年度剰余金受入 17,199,174 46,730,690
資金からの受入（予算上措置されたもの） 16,797,549 27,469,656
財源合計 165,064,254 215,246,413

２　業務支出
⑴業務支出（施設整備支出を除く）
人件費 △ 5,241,699  △ 5,326,376
恩給給付費 △ 158,808 △ 130,351
基礎年金給付費 △ 23,805,300  △ 24,092,620
国民年金給付費 △ 349,111 △ 296,455
厚生年金給付費 △ 23,474,573  △ 23,456,768
国家公務員共済組合連合会等交付金 △ 4,603,106 △ 4,901,441
保険料等交付金 △ 10,447,758  △ 10,878,896
失業等給付費 △ 1,382,584  △ 1,309,311
育児休業給付費 △ 643,669 △ 645,172
雇用安定等給付費 △ 3,206,215  △ 2,417,931
その他の社会保障費 △ 1,666,913 △ 1,723,441
（再）保険費等 △ 20,627 △ 144,836
公共用施設整備費等 △ 106,767 △ 71,071
持続化給付金等 △ 7,169,192 △ 1,116,437
補助金等 △ 63,649,311  △ 56,772,411
委託費等 △ 3,088,381  △ 2,730,047
地方交付税交付金等 △ 19,446,895  △ 22,406,353
運営費交付金 △ 3,462,023 △ 3,191,617
貸付けによる支出 △ 124,095 △ 129,250
出資による支出 △ 5,555,194  △ 7,982,610
庁費等の支出 △ 5,518,780 △ 5,158,499
その他の支出 △ 977,610  △ 1,049,988
資金への繰入（予算上措置されたもの） △ 39,150,123  △ 10,210,800

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 223,248,745  △ 186,142,692
⑵施設整備支出
公共用財産用地に係る支出 △ 192,814 △ 189,782
公共用財産施設に係る支出 △ 3,447,035 △ 3,290,764
その他の施設整備支出 △ 1,464,503 △ 1,939,738

施設整備支出合計 △ 5,104,353 △ 5,420,284
業務支出合計 △ 228,353,098 △ 191,562,977
業務収支 △ 63,288,844 23,683,436

Ⅱ　財務収支
公債の発行による収入 256,855,267 210,689,743
公債の償還による支出 △ 134,735,699 △ 185,561,472
政府短期証券の発行による収入 1,276,900 1,339,400
政府短期証券の償還による支出 △ 1,271,700  △ 1,276,900
借入による収入 31,937,315 32,614,056
借入金の返済による支出 △ 31,434,843  △ 31,922,834
リース・ＰＦＩ債務の返済による支出 △ 43,405 △ 43,896
預託金利息 △ 42,408 △ 36,011
利息の支払額（預託金利息を除く） △ 8,180,517  △ 7,968,894
公債事務取扱に係る支出 △ 18,029 △ 22,521
資金からの受入 9,238,386 7,592,564
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（単位：百万円）
前会計年度

（自 令和  2年  4月  1日）
（至 令和  3年  3月31日）

本会計年度
（自 令和  3年  4月  1日）
（至 令和  4年  3月31日）

資金への繰入 △ 10,268,637 △ 9,860,042
財務収支 113,312,626 15,543,191

本年度収支 50,023,782 39,226,627
資金からの受入（決算処理によるもの） 412,046 897,166
資金への繰入（決算処理によるもの） △ 3,705,138  △ 5,638,913
翌年度歳入繰入 46,730,690 34,484,880
特別会計に関する法律第４７条第１項の規定による借
換国債収入額 9,372,578 15,135,793

翌年度歳入繰入の預託金への運用 △ 512,065 △ 603,734
翌年度歳入繰入の預託金以外への運用 △ 199,547 △ 139,890
収支に関する換算差額 △ 660,305 1,465,693
資金本年度末残高 37,936,895 26,304,790
その他歳計外現金・預金本年度末残高 1,395,440 1,512,495
国庫余裕金の繰替使用 △ 24,600,000  △ 29,900,000
本年度末現金・預金残高 69,463,685 48,260,028
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（参考２）令和3年度の国の財務書類（出典：令和3年度　連結財務書類（fy2021renketu (mof.go.jp）））

連結貸借対照表
（単位：百万円）

前会計年度
（令和  3年
　　3月31日）

本会計年度
（令和  4年
　　3月31日）

前会計年度
（令和  3年
　　3月31日）

本会計年度
（令和  4年
　　3月31日）

＜資産の部＞ ＜負債の部＞
現金・預金 166,288,343 86,292,075 未払金 14,368,476  13,730,962
有価証券 440,178,016  353,703,084 未払費用 1,435,785  1,247,704
たな卸資産 5,035,304 4,904,136 保管金等 4,380,504 4,983,208
未収金 14,229,537 12,652,976 賞与引当金 695,265  543,074
未収収益 871,149  720,101 政府短期証券 92,778,100  88,321,707
貸付金 166,300,572 161,615,503 公債 986,940,183 1,103,059,875
破産更生債権等 645,170  614,813 独立行政法人等債券 57,607,766 63,924,441
割賦債権 2,378,323 2,251,767 借入金 40,390,298 42,338,321
その他の債権等 24,475,708  17,267,147 預託金 2,222,552  1,861,362
貸倒引当金等 △ 3,657,945 △ 3,925,608 郵便貯金 187,937,458  591,662
有形固定資産 280,248,488  280,062,031 責任準備金 89,959,545  28,793,410
国有財産等
（公共用財産を除く） 72,054,446 69,358,723 公的年金預り金 126,037,178 126,674,742

土地 40,119,402 38,352,322 退職給付引当金 10,184,545  7,842,924
立木竹 4,369,716 4,755,553 その他の引当金 548,655  483,253
建物 11,603,503  10,766,462 支払承諾等 2,415,917  2,337,966
工作物 8,652,956 8,129,938 その他の債務等 43,325,376  27,598,778
機械器具 0 0
船舶 1,845,217  1,809,591
航空機 1,060,958 1,144,467
建設仮勘定 4,402,692 4,400,386
公共用財産 199,672,911  202,421,360
公共用財産用地 49,823,566 50,036,404
公共用財産施設 146,280,221  148,373,755
建設仮勘定 3,569,123 4,011,200
物品等 8,499,704 8,274,216
その他の固定資産 21,425 7,731
無形固定資産 1,400,675  1,235,920 負　債　合　計 1,661,227,611  1,514,333,395
出資金 19,284,919  22,286,038 ＜資産・負債差額の部＞
支払承諾見返等 2,415,917 2,337,966 資産・負債差額 △ 540,258,620 △ 571,562,222
その他の投資等 874,808 753,216 （うち国以外からの出資） （5,091,835） （1,644,449）

資　産　合　計 1,120,968,991 942,771,172
負債及び資産・
負債差額合計 1,120,968,991 942,771,172

（注） 　国が保有する資産には、国において直接公共の用に供する目的で保有している公共用財産のように、売却して現金化することを基
本的に予定していない資産が相当程度含まれている。このため、資産・負債差額が必ずしも将来の国民負担となる額を示すものでは
ない点に留意する必要がある。
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連結業務費用計算書
（単位：百万円）

前会計年度
（自 令和  2年  4月  1日）
（至 令和  3年  3月31日）

本会計年度
（自 令和  3年  4月  1日）
（至 令和  4年  3月31日）

人件費 9,628,737 9,692,349
賞与引当金繰入額 660,059 634,934
退職給付引当金繰入額 680,096 739,497
基礎年金給付費 23,872,351 24,130,422
国民年金給付費 339,996 288,241
厚生年金給付費 23,474,573 23,442,396
国家公務員共済組合連合会等交付金 4,299,818 4,586,193
失業等給付費 1,411,935 1,294,996
育児休業給付費 643,669 645,172
雇用安定等給付費 3,206,215 2,417,931
その他の社会保障費 1,660,938 1,720,836
保険金等支払金 6,013,442 5,663,571
（再）保険費等 46,230 213,717
公共用施設整備費等 84,895 57,235
持続化給付金等 7,169,192 1,116,437
補助金等 57,074,631 51,693,958
委託費等 2,690,304 2,393,470
地方交付税交付金等 19,446,895 22,406,353
資金援助交付費 516,500 396,000
庁費等 4,630,718 4,295,921
公債事務取扱費 17,865 22,240
その他の経費 22,954,608 24,411,901
減価償却費 7,601,767 8,006,299
責任準備金繰入額 1,308,128 620,899
貸倒引当金繰入額 1,302,706 989,630
その他の引当金繰入額 33,915 7,861
支払利息 6,147,382 6,040,196
為替換算差損益 △ 27,540 △ 43,792
公債償還損益 △ 16,292 28,025
資産処分損益 871,972 876,422
出資金等評価損 △ 1,858 17,398
減損損失 164,913 196,587
本年度業務費用合計 207,908,773 199,003,309

連結資産・負債差額増減計算書
（単位：百万円）

前会計年度
（自 令和  2年  4月  1日）
（至 令和  3年  3月31日）

本会計年度
（自 令和  3年  4月  1日）
（至 令和  4年  3月31日）

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 △ 522,973,508 △ 540,258,620
Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 207,908,773 △ 199,003,309
Ⅲ　財源 191,449,303 171,183,823

租税等財源 64,933,013 71,881,111
その他の財源 126,516,290 99,302,711

Ⅳ　資産評価差額 1,234,826  △ 6,286,009
Ⅴ　為替換算差額 △ 3,892,356 12,528,848
Ⅵ　公的年金預り金の変動に伴う増減 △ 775,177 △ 637,564
Ⅶ　連結範囲の変動に伴う増減 ー  △ 10,697,895
Ⅷ　その他資産・負債差額の増減 2,607,066 1,608,504
Ⅸ　本年度末資産・負債差額 △ 540,258,620 △ 571,562,222
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連結区分別収支計算書
（単位：百万円）

前会計年度
（自 令和  2年  4月  1日）
（至 令和  3年  3月31日）

本会計年度
（自 令和  3年  4月  1日）
（至 令和  4年  3月31日）

Ⅰ　業務収支
１　財源
租税等収入 64,933,013 71,881,111
その他の収入 125,114,303 161,439,460
前年度剰余金受入 98,247,026 143,549,883
新規連結による現金・預金の増加額等 ー 839
資金からの受入（予算上措置されたもの） 16,797,549 27,469,656
財源合計 305,091,893 404,340,951

２　業務支出
⑴業務支出（施設整備支出を除く）
人件費 △ 8,687,983  △ 8,807,845
恩給給付費 △ 158,633 △ 130,228
基礎年金給付費 △ 23,805,300 △ 24,092,620
国民年金給付費 △ 349,111 △ 296,455
厚生年金給付費 △ 23,474,573 △ 23,456,768
国家公務員共済組合連合会等交付金 △ 4,299,818 △ 4,586,193
失業等給付費 △ 1,382,584 △ 1,309,311
育児休業給付費 △ 643,669 △ 645,172
雇用安定等給付費 △ 3,206,215 △ 2,417,931
その他の社会保障費 △ 1,666,913 △ 1,723,441
（再）保険費等 △ 48,361 △ 210,835
公共用施設整備費等 △ 105,084 △ 69,948
持続化給付金等 △ 7,169,192  △ 1,116,437
補助金等 △ 57,145,605  △ 51,747,314
委託費等 △ 2,174,395  △ 1,773,821
地方交付税交付金等 △ 19,446,895  △ 22,406,353
資金援助交付費 △ 521,400 △ 410,100
貸付けによる支出 △ 14,765,832 △ 12,474,555
出資による支出 △ 400,503 △ 477,730
庁費等の支出 △ 5,479,542  △ 5,122,294
有価証券の取得による支出 △ 39,824,676  △ 74,209,262
その他の支出 △ 22,005,149  △ 25,793,394
資金への繰入（予算上措置されたもの） △ 39,150,123 △ 10,210,800

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 275,911,567 △ 273,488,819
⑵施設整備支出
国における施設整備支出 △ 5,080,847 △ 5,421,119
独立行政法人等における固定資産取得支出 △ 1,392,498  △ 1,451,420

施設整備支出合計 △ 6,473,345 △ 6,872,539
業務支出合計 △ 282,384,912 △ 280,361,359
譲渡性預金の増減額（純額） 270,100 △ 178,500
業務活動によるキャッシュ・フロー（間接法） △ 5,588,452 5,134,249
業務収支 17,388,627 128,935,342

Ⅱ　財務収支
公債の発行による収入 249,758,970 202,158,502
公債の償還による支出 △ 126,262,419 △ 175,190,724
政府短期証券の発行による収入 476,843 1,339,400
政府短期証券の償還による支出 △ 471,700 △ 1,276,900
借入による収入 31,443,478 33,643,745
借入金の返済による支出 △ 30,562,180 △ 33,092,069
債券の発行による収入 6,821,192 5,580,620
債券の償還による支出 △ 6,114,322  △ 5,892,861
リース・ＰＦＩ債務の返済による支出 △ 118,948 △ 125,886
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（単位：百万円）
前会計年度

（自 令和  2年  4月  1日）
（至 令和  3年  3月31日）

本会計年度
（自 令和  3年  4月  1日）
（至 令和  4年  3月31日）

預託金利息 △ 42,095 △ 35,817
利息の支払額（預託金利息を除く） △ 7,472,114 △ 7,301,226
公債事務取扱に係る支出 △ 17,887 △ 22,382
民間出資等による収入 34,263 26,576
資金からの受入 31,410,563 18,273,573
資金への繰入 △ 19,300,598 △ 21,551,940
その他財務収支 △ 115,774 △ 332,617

財務収支 129,467,268 16,199,992

本年度収支 146,855,896 145,135,334
連結範囲の変更による増減額 △ 12,921  △ 67,903,007
資金からの受入（決算処理によるもの） 412,046 897,166
資金への繰入（決算処理によるもの） △ 3,705,138 △ 5,638,913
翌年度歳入繰入 143,549,883 72,490,580
特別会計に関する法律第４７条第１項の規定による借
換国債収入額 9,372,578 15,135,793

翌年度歳入繰入の預託金への運用 △ 512,065 △ 603,734
翌年度歳入繰入の預託金以外への運用 △ 199,547 △ 139,890
収支に関する換算差額 △ 654,840 1,492,040
資金本年度末残高 37,936,895 26,304,790
その他歳計外現金・預金本年度末残高 1,395,440 1,512,495
国庫余裕金の繰替使用 △ 24,600,000  △ 29,900,000
本年度末現金・預金残高 166,288,343 86,292,075

4．最後に
省庁別財務書類（一般会計・特別会計）および省庁別
連結財務書類、これらをベースに作成される国の財務書
類は、上述のとおり、企業会計とは大きく異なる作成上
の特徴を有している。そのなかでも出納整理期間の考え
方は、財政法及び会計法に基づく国の決算（歳入歳出決
算）においては法に基づく整理ではあるものの、企業会
計では理解が難しい整理である。また、国有財産の価格

改定などに基づく評価は、取得原価での評価を原則とす
る企業会計と大きく異なる評価方法である。
このように、省庁別財務書類の分析、読み解き、活用

にあたっては、複式簿記による会計帳簿から作成される
ものではなく、法に基づき作成される歳入歳出決算など
の計数に基づき作成されている特徴点を理解したうえで
行うことが肝要である。

以　上
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